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平
成
二
十
一
年
度
 

市
立
幼
稚
園
の
 

入
園
児
を
募
集
し
ま
す
 
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
指
導
員
 

　
　
　
　
　
・
指
導
員
補
助
を
募
集
し
ま
す
 

 

　
平
成
二
十
一
年
四
月
入
園
の
園

児
を
次
の
要
領
で
募
集
し
ま
す
。
 

 対
象
 

　
加
東
市
内
に
在
住
し
、
翌
年
度
、

　
翌
々
年
度
に
小
学
校
に
入
学
す

　
る
幼
児
 

園
児
を
募
集
す
る
幼
稚
園
 

【
社
幼
稚
園
】
 

　
加
東
市
社
一
六
三
〇
番
地
 

　
1
４
２
・
５
８
０
０
　
 

【
福
田
幼
稚
園
】
 

　
加
東
市
東
実
二
一
〇
番
地
 

　
1
４
２
・
８
７
０
１
　
 

募
集
人
員
 

　
四
歳
児（
平
成
十
六
年
四
月
二
日

　
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
間

　
に
生
ま
れ
た
幼
児
）･
･
･
七
十
名
 

　
　
（
社
幼
稚
園
三
十
五
名
、
 

　
　
 
福
田
幼
稚
園
三
十
五
名
）
 

　
五
歳
児（
平
成
十
五
年
四
月
二
日

　
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
一
日
の
間

　
に
生
ま
れ
た
幼
児
）･･･
五
十
二
名
 

　
　
（
社
幼
稚
園
三
十
五
名
、
 

　
　
 
福
田
幼
稚
園
十
七
名
）
 

出
願
手
続
き
 

　
加
東
市
教
育
委
員
会
（
滝
野
庁

　
舎
）
に
備
え
付
け
の
入
園
願
書

　
に
よ
り
、十
一
月
十
三
日
（木）
か
ら

　
二
十
一
日
（金）
の
間
に
、
学
校
教

　
育
課
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
園
願

　
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
。
 

入
園
お
よ
び
抽
選
の
説
明
会
 

　
日
　
時
　
十
二
月
九
日
（火）
 

　
　
　
　
　
十
三
時
三
〇
分
〜
 

　
場
　
所
　
社
多
目
的
研
修
館
 

　
　
　
　
　
二
階
　
研
修
室
 

※
出
願
者
が
募
集
人
員
を
上
回
っ

　
た
と
き
は
、
当
日
抽
選
を
行
い

　
ま
す
。
 

幼
稚
園
オ
ー
プ
ン
（
見
学
会
）
 

　
日
頃
の
幼
稚
園
で
の
保
育
の
様

　
子
を
自
由
に
見
学
し
て
い
た
だ

　
け
る
「
幼
稚
園
オ
ー
プ
ン
」
を
、

　
社
幼
稚
園
、
福
田
幼
稚
園
と
も

　
に
十
一
月
十
三
日
（木）
か
ら
十
九

　
日
（水）
ま
で
実
施
し
ま
す
。
 

保
育
時
間
と
必
要
経
費
 

①
保
育
日
 

　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
五
日
間
 

②
保
育
時
間
 

　
九
時
〜
十
四
時
三
〇
分
 

③
入
園
料
 

　
六
千
円
 

④
保
育
料
 

　
五
千
円
（
月
額
）
 

※
そ
の
他
、
給
食
費
、
教
材
費
な

　
ど
が
必
要
で
す
。
 

■
問
い
合
わ
せ
 

　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
 

　
　
　
　
　
　
（
滝
野
庁
舎
）
 

　
1
４
８
・
３
５
３
１
 

 

ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
指
導
員
 

【
申
込
資
格
】
 

　
健
康
で
子
育
て
支
援
に
熱
意
が
あ

　
り
、
保
育
士
、
教
員（
幼
稚
園
・
小
・

　
中
・
高
校
・
養
護
教
諭
）、
看
護
師

　
ま
た
は
保
健
師
の
い
ず
れ
か
の
資

　
格
・
免
許
を
取
得
さ
れ
て
い
る
方
 

【
賃
金
】
　
時
給
千
百
円
 

【
募
集
人
数
】
五
名
 

【
勤
務
場
所
】
 

　
市
内
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
 

【
勤
務
内
容
】
 

　
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
所
し
て

　
い
る
小
学
校
一
年
生
か
ら
三
年
生

　
の
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
 

【
雇
用
期
間
】
 

　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
〜
平
成

　
二
十
一
年
九
月
三
十
日
 

【
勤
務
形
態
】
 

　
勤
務
日
数
は
週
三
〜
五
日
で
、
勤

　
務
時
間
は
次
の
と
お
り
 

①
小
学
校
授
業
終
了
後
か
ら
十
八
時

　
ま
で
 

②
長
期
休
暇
（
夏
休
み
な
ど
）
中
は

　
八
時
か
ら
十
八
時
ま
で
の
う
ち
、

　
午
前
か
午
後
の
五
時
間
勤
務
 

【
採
用
方
法
】
面
接
 

【
応
募
方
法
】
 

　
十
一
月
二
十
日
（木）
ま
で
に
履
歴

　
書
（
写
真
付
）
と
資
格
を
証
明
す

　
る
も
の
の
写
し
を
子
育
て
支
援
課

　
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
 

ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
指
導
員
補
助
 

【
申
込
資
格
】
 

　
健
康
で
子
育
て
支
援
に
熱
意
が
あ

　
る
方
で
あ
れ
ば
、
資
格
・
免
許
の

　
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
。
　
 

【
賃
金
】
　
時
給
八
百
七
十
五
円
 

【
募
集
人
数
】
八
名
 

【
勤
務
場
所
】
 

　
市
内
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
 

【
勤
務
内
容
】
 

　
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
所
し
て

　
い
る
小
学
校
一
年
生
か
ら
三
年
生

　
の
児
童
を
保
育
す
る
指
導
員
の
業

　
務
を
補
助
す
る
こ
と
 

【
雇
用
期
間
】
 

　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
〜
平
成

　
二
十
一
年
九
月
三
十
日
 

【
勤
務
形
態
】
 

　
勤
務
日
数
は
週
三
〜
五
日
で
、
勤

　
務
時
間
は
次
の
と
お
り
 

①
小
学
校
授
業
終
了
後
か
ら
十
八
時

　
ま
で
 

②
長
期
休
暇
（
夏
休
み
な
ど
）
中
は

　
八
時
か
ら
十
八
時
ま
で
の
う
ち
、

　
午
前
か
午
後
の
五
時
間
勤
務
 

【
採
用
方
法
】
面
接
 

【
応
募
方
法
】
 

　
十
一
月
二
十
日
（木）
ま
で
に
履
歴

　
書
（
写
真
付
）
を
子
育
て
支
援
課

　
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課（
社
庁
舎
） 

　
1
４
３
・
０
４
０
８
 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
十
二
月
か
ら
変
わ
り
ま
す
 

　
現
在
、
お
手
持
ち
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
者
証
）

の
有
効
期
限
は
十
一
月
三
十
日
ま

で
で
す
。
十
二
月
一
日
か
ら
は
新

し
い
保
険
者
証
で
受
診
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

　
十
二
月
一
日
か
ら
有
効
の
新
し

い
保
険
者
証
は
、
十
一
月
中
旬
か

ら
月
末
に
か
け
て
、
加
入
世
帯
に

郵
送
い
た
し
ま
す
。
有
効
期
限
が

満
了
し
た
古
い
保
険
者
証
は
、
各

自
で
廃
棄
処
分
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
 

　
な
お
、
十
一
月
上
旬
に
市
か
ら

保
険
者
証
の
更
新
に
つ
い
て
別
途

通
知
の
あ
っ
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、

保
険
者
証
を
郵
送
で
き
ま
せ
ん
。
 

　
通
知
の
あ
っ
た
方
は
、
十
一
月

十
七
日
（月）
か
ら
二
十
八
日
（金）
（
土
・

日
・
祝
日
は
除
く
）
ま
で
の
間
に
、

税
務
課
（
社
庁
舎
）
に
納
付
相
談

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課
 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
滝
野
庁
舎
） 

　
1
４
８
・
３
０
０
２
 


